
令和４年度研究大
会発表資料

Ⅰ　はじめに
　　私たち大隅支部は，県立の高等学校９校と特別支援学校１校，市立の高等学校１校の計１１
　校で構成されています。活動としては，会員の研修と交流を目的とした総会と親睦会が年１回
　開催され，協会本部主催の研究大会への参加や四半期ごとに各県立学校が実施する自主検査へ
　検査補助者として出席することが主な活動になります。
　　しかし，新型コロナ感染症にかかる危機管理上の観点から活動の自粛が求められ，令和２年
　年度から従来の活動ができていないのが現状です。その中で，研究発表検討委員会を立上げて
　研究を続けて参りました。今回の発表は，大隅支部が研究テ－マを固定し継続して取組む「新
　規採用者・初任者向けマニュアル」を作成する過程での年度当初編です。

Ⅱ　研究テ－マ
　　大隅支部では，「研究テ－マ」を固定化し継続的に研究を続けることで，将来的に専門性の
　高い事務職員を育成することを目標とし研究テ－マを募集したところ，毎年必ずどこかの学校
　に配置される新規採用者や業務を初めて担当する者が１年間を通して活用できるマニュアルを
　作成してはどうか，との意見が多く寄せられました。そこで，令和２年度から研究発表検討委
　員会でマニュアルづくりの検討・研究を進め，今後も継続して研究する過程で，今回は年度当
　初の給与事務等に焦点を当てた～ ４・５月スタ－トダッシュ編 ～として研究した成果になり
　ます。

Ⅲ　目的
　(1)　給与・手当関係
　 　給与・手当関係の事務処理は，パターンを上げると多数あるので，主要な事例を中心に作
　 成することを心懸けました。また，諸手当認定や関係機関への報告及び提出があるので，起
　 案時期や報告期限等をカレンダーに表示しました。さらに，認定する上で職員に提出しても
　 らう必要がある資料を一覧にしました。諸手当各様式は記入例や注釈を記載し，担当者が理
　 解しつつ，届出者に説明できるようにしました。給与データ収集・配信システムはシステム
　 の表示画面をフロー図にし，システム起動からの入力手順を示しました。共済組合関係は事
　 実が発生したときの必要書類を一覧にまとめました。新規採用者・初任者が４・５月の事務
　 が輻輳する時期に，少しでも円滑に処理ができることを考慮しマニュアル作成に努めました。
　(2)　赴任旅費関係
　　 赴任旅費とは，人事異動に伴う交通費等の諸経費を補うための経費であり，異動先や移動
　 手段により支給額が異なります。特に，離島からの異動の際には高額な支給額になることが
　 多く，赴任してきた職員への負担が大きくなります。事務職員は迅速に支払いまでの事務処
　 理を行い，赴任してきた職員にできるだけ早く支払う必要があります。しかし，新規採用者
　 や旅費を担当したことがない事務職員にとっては，どのような事務処理をしていいか分かり
　 ません。そこで，少しでも事務処理を円滑に行えるよう，赴任旅費を支払うまでの必要書類
　 や庶務事務システム，財務会計システム等の操作方法について，フロー図を用いてのマニュ
　 アル作りに努めました。

鹿児島県公立学校事務職員協会大隅支部

新規採用者・初任者向けマニュアル

～　４・５月スタ－トダッシュ編　～

写真
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　(3)　報酬・報償費関係
　　 報酬・報償費関係の事務は，社会保険や雇用保険等，赴任してすぐに取りかからなければ
　 ならない事務が多くあります。また会計年度任用職員制度は近年始まったばかりの制度であ
　 り，会計年度任用職員事務処理システムを実際に使ったことのある職員が少ないのが現状で
　 す。そこで，報酬・報償費事務が一目でわかるマニュアル作成を試みました。画像を多く取
　 り入れることで分かりやすいよう工夫し，パソコンでの作業画像（会計年度職員事務処理シ
　 ステム，財務会計システム等）に加えて，外部から届く書類や出力後の書類の画像を取り入
　 れることで，作業の完了や揃える書類が分かるよう丁寧なマニュアル作成に努めました。

Ⅳ　大隅支部の学校紹介
〈鹿児島県立曽於高等学校〉

〈鹿児島県立志布志高等学校〉

〈鹿児島県立串良商業高等学校〉

〈鹿児島県立楠隼中学校・楠隼高等学校〉

〈鹿児島県立鹿屋高等学校〉
　鹿屋高校は，鹿屋市にある全日制の普通科高校で
す。生徒の大部分が進学を希望する一方で，部活動
やボランティアにも積極的に取組み，各種大会にお
いて優れた成績を残しています。また，卒業生の多
くが様々な分野で活躍しており，地域への貢献や影
響力は大きいものとなっています。学区は大隅学区
で，生徒は大隅地域全域の４市５町から通学してい
ます。

　楠隼中学校・楠隼高等学校は，肝属郡肝付町にあ
る併設型中高一貫教育校で，公立の中高一貫校とし
ては，全国初の全寮制男子校です。教育理念とし
て，学校と寮で６年間の計画的・継続的な教育を推
進し，切磋琢磨する仲間作りを通じて，全人教育と
創造的知性の育成を求めています。また，全寮制の
特性を生かし，中高ともに全国から生徒を募集して
います。

　串良商業高校は，鹿屋市にある全日制の単独商業
高校です。「敬愛」「自律」「実践」を校訓とし，
地域に貢献できる人材育成を目指して，商品開発，
販売実習，地域活動など「実学」の視点を重視した
授業・教育活動を展開・推進しています。その活動
の成果として，地域企業と連携し開発した商品が，
商業高校フ－ドグランプリ（全国大会）で審査員特
別表彰を受賞しました。

　曽於高校は，曽於市にあり“笑顔輝き夢かなう曽
於高校”をキャッチフレ－ズとし，地域に根ざした
魅力ある学校を目指しています。設置学科は文理
科，普通科，畜産食農科，機械電子科，商業科と
なっています。学区は大隅学区ですが，曽於市に隣
接する宮崎県都城市からも入学が可能なため，都城
市から通学する生徒もいます。

紹介写真

　志布志高校は，志布志市にある全日制の普通科高
校で，「叡・志・剛」を校訓とし，勉学や部活動，
ボランティア活動にも積極的に取組んでいます。ま
た，平成29年度には「挨拶日本一宣言」を行い，
日々その実践に努め，活気あふれる学校生活が展開
されています。学区は大隅学区で，生徒の多くは近
隣の市町から通学しています。
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〈鹿児島県立鹿屋農業高等学校〉

〈鹿児島県立鹿屋工業高等学校〉

〈鹿児島県立垂水高等学校〉

〈鹿児島県立南大隅高等学校〉

〈鹿児島県立鹿屋養護学校〉

〈鹿屋市立鹿屋女子高等学校〉
 鹿屋女子高校は，「正しく，やさしく，すこやか
に」を校訓とし，知・徳・体の調和のとれた心豊か
で，たくましい人間形成を目指し，地域に密着した
教育活動が脈々と受け継がれる大隅半島唯一の市立
の女子高校です。平成28年度に策定された「鹿屋女
子高等学校未来創造プログラム」の目玉であった新
校舎が令和２年に竣工し，充実した教育環境となっ
ています。

　南大隅高校は，肝属郡南大隅町にある本土最南端
の高校です。「友愛・研学・勤労」を校訓とし，設
置学科の商業科は，地域貢献や自転車競技の活性化
などを目指し四つのコ－スを設定しています。ま
た，小規模校の良さを生かして，生徒一人一人に応
じたきめ細やかな指導を実践し，進路実現に必要な
学力の向上と資格取得に力を注いでいます。

　垂水高校は，垂水市にある高校で，普通科と県内
唯一の生活デザイン科を設置しています。明るく和
やかに，真剣に学び，責任を持って行動するという
「和・学・行」の校訓のもと，生徒はそれぞれの夢
の実現を目指して学習や部活動等に励んでいます。
また，垂水市唯一の高校であり，地域の期待も大き
いことから「地域の次の時代を中心となって担う
人」の育成にも全力で取組んでいます。

　鹿屋養護学校は，鹿屋市にある知的障害者及び肢
体不自由者のための特別支援学校で，設置学部は小
学部・中学部・高等部です。校訓「げんきでなかよ
くがんばる子」を基本に，児童生徒一人一人の障害
の状態や発達段階に応じてきめ細やかな指導が行わ
れています。また，家庭，児童福祉施設，関係機関
及び地域や近隣校と連携を密にして，地域における
特別支援教育センタ－的役割も担っています。

　鹿屋工業高校は，鹿屋市にある大隅半島唯一の工
業高校です。生徒達は，入学して有意義な三年間に
するためには，目的意識をはっきりと持つことが大
切とのことから，正門横に「君の今が未来を創る」
そして「人財は鹿屋工業高校にあり」と二つのスロ
－ガンを掲げ，勉学や部活動等に励んでいます。ま
た，学生寮も完備し，遠方からの生徒達も充実した
共同生活を送っています。

　鹿屋農業高校は，鹿屋市にある大隅半島唯一の農
業高校で，学校創立126周年を迎えています。同窓生
は２万５千人を超え，地域農業の先駆者としてのみ
ならず県内外のあらゆる分野で活躍しています。ま
た，生徒達は，部活動や農業クラブの活動にも励ん
でおり，各種大会でも結果を残しています。特に和
牛甲子園では，審査委員特別賞及び優良賞を獲得す
るなど，生徒達は更なる高みを目指しています。
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日 月 火 水 木 金 土 
    

 
１ 
採用・学校説明等 

２ 
前任者からの引き継ぎ 

3 月分住民税納付書送付

票等提出〆切 

３ 

４ 
 

５ 
会計年度任用職員関係書配

付  

被保険者資格喪失届・被保険

者資格取得届〆切 

新規住民税徴収者申出書〆

切  

手当認定・赴任旅費関係書

類，共済組合関係書類配付  

６ ７報酬支払 
前年度分報酬内訳

書確認 

 

８ 
部活動指導員報酬

費等計算依頼 

(19 日〆切)  

９ 
雇用保険資格喪失届〆切

3/31 退職者等  

１０ 

１１ 
 

１２ 
非常勤講師書類配布 

手当認定・赴任旅費関係書類

校内〆切 

１３ 
 
給与ﾃﾞｰﾀ収集・配

信ｼｽﾃﾑ配信開始 

 

庶務事務ｼｽﾃﾑに入

力開始 

１４ 
 

１５ 
 
児童手当請求期限 

共済組合関係書類

〆切 

１６ 
 

１７ 

１８ 
 
 

１９ 
 

２０ 
 

 

児童手当以外の手

当請求期限 

２１給料日 
社会保険料起票  

給与その他控除管

理ｼｽﾃﾑ報告開始  

財務会計ｼｽﾃﾑで伝

票を作成 

２２ 
特別徴収送付 

２３ 
部活動指導員決定通知 

 

給与ﾃﾞｰﾀ収集・配信ｼｽﾃﾑ

報告開始 

２４ 

２５ 
 
 

２６ 
 
 

特殊業務手当提出呼びかけ 

２７ ２８ 
7 日払い起票 

 

２９ ３０ 出勤簿確認 

社会保険料支払日 

給与その他控除管理ｼｽﾃﾑ

報告期限 

特殊業務手当確認簿提出

〆切 

超過勤務記録簿徴収提出

〆切 

教育業務連絡指導実績簿

作成 

赴任旅費支給日 

 
 

※赤：報酬関係，青：給与関係，緑：赴任旅費 

随時，認定・起案・決裁を行う  

入力次第，先生方へ押印をもらう。 

随時，認定・起案・決裁を行う  
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１ 諸手当関係

(1) 職員へ各種書類一覧を配付････････････Ｐ６

提出が必要な書類については○印をつける

(2) 児童手当については15日以内に受付けること。

その他の手当に関しては20日以内に受付けること。

受付が遅れると手当をひと月分受給できなくなるため注意すること。

(3) 各手当の届等は記入例を確認すること

ア 住居手当･･･････････････････････････Ｐ７

イ 単身赴任手当･･･････････････････････Ｐ９

ウ 通勤手当･･･････････････････････････Ｐ１２

エ 扶養手当･･･････････････････････････Ｐ１５

オ 児童手当･･･････････････････････････Ｐ１７

２ 特殊勤務関係

(1) 教員特殊業務確認簿･･･････････････････Ｐ２０

週休日等に部活の指導を３時間程度行った場合に支給する。

(2) 教育業務連絡指導手当実績簿･･･････････Ｐ２０

各主任の出勤日数に応じて支給する。

３ 各システムへの入力

(1) 給与データ収集･配信システム

給与支給内訳書の出力及び認定して諸手当及び特殊勤務関係の支給を

給与へ反映させるために必要。

ア システムでの諸手当等の報告･････････Ｐ２１

イ 給与支給内訳書の出力･･･････････････Ｐ２３

(2) その他控除管理システム･･･････････････Ｐ２５

職員の給与からPTA会費等を徴収するシステム。各学校に応じて控除し

ているものが違うので注意すること。

４ 共済組合関係･･･････････････････････････Ｐ２８

(1) 資格取得・喪失に関しては受付が遅れないように注意すること。

５ 手当関係書類の受付から決裁までの流れ･･･Ｐ２９
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提出期限：令和○年○月○日（○）午前中
先生へ ※この用紙も含めて提出してください。

「提出」欄に○印のある書類を提出してください。ご不明な点等ありましたら○○まで。

事 項 書 類 の 種 類 提出

※ 転居した場合

① 赴任旅行命令附属票（別紙様式）

赴任旅費 ② 世帯全員の住民票（マイナンバーの記載がないもの）

③ 旅費口座申出書

※ 新規採用職員の場合

④ 赴任に関する申立書（別紙様式）

① 住居届（別紙様式）

住居手当 ② 世帯全員の住民票（マイナンバーの記載がないもの）

③ 賃貸借契約書の写し

④ ４月分家賃領収書(駐車場代，管理費等は含まない)

① 単身赴任届
単身赴任

② 転居前の職員の世帯全員の住民票
手 当 （記載事項が省略されていないもの,マイナンバーの記載がな

いもの）

③ 転居後の職員の世帯全員の住民票（ 〃 ）

④ 別居後の配偶者の世帯全員の住民票（ 〃 ）

⑤ その他指示する書類

① 通勤届（別紙様式）

通勤手当 ② 略図

③ バス・鉄道等の場合：定期券又は回数券

① 扶養親族等届出書（別紙様式） ※１
扶養手当

② その他指示する書類

① 認定請求書（別紙様式） ※１

② 世帯全員の住民票の写し（マイナンバーの記載がないもの）
児童手当

③ 受給資格者の前（々）年の所得証明書（児童手当用）（
〃 ）

④ その他指示する書類（ ）

①組合員等住所（変更）届
共済組合

②国民年金第３号被保険者住所変更届

※１ 新規採用者，市立学校・国等からの異動者の場合

新規採用及び期限付の場合

事 項 書 類 の 種 類 提出

① 給与口座振込申出書（別紙様式）

給与関係 ② 預金通帳の写し（添付書類）

③ 給与所得者の扶養控除等申告書・マイナンバーカード

① 組合員資格取得・転入届書 他（別紙様式）

共済組合 ② マイナンバーカードの写し

③年金手帳の写し

その他 ① 履歴書（別紙様式），採用辞令写し ※ 新規採用者

別紙１
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別記 記入例１－１
第１号様式（第６条関係）

※ 朱書きは届出者が記入します。

住 居 届
（令和○年４月○日 提出）

任命権者 勤務課（所）名 ○○ 高等学校
職 氏 職員

○○高等学校長 殿 教諭 鹿児島 太郎 印 １ ２ ３ ４ ５ ６
名 名 番号

鹿児島県職員の住居手当支給規則第６条の規定により，居住の実情等を届け出ます。
（契約書等証明書類 通添付）
届出の理由（該当する□にÖを付する。）
☑１ 新 規（☑第１項第１号 □第１項第３号） □２ 支給要件の喪失（□第１項第１号 □第１項第３号）
□３ 転 居（１又は２に該当する場合を除く。） □４ 契約関係の変更
□５ 家賃額の改定 （届出の理由が生じた日）
□６ その他（ ） 令和 ○ 年 ４ 月 １ 日

契約開始日 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日から 住宅への入居日 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
借家・
借間

住宅の所在地 ○○市○○町○○１２３番地

住宅所有者 ○○○○○○○○○続柄（他人） 住 所 ○○市○○町○○１１１番地
鹿児島
県職員

住宅の貸主 ○○○○○○○○○続柄（他人） 住 所 ○○市○○町○○１１２番地
の給与
に関す ☑ 本人 共同名義人が ☑ いない
る条例 住居の借主 □ 扶養親族 続柄（ ） □ いる 続柄（ ）
第10条 （ ）
の5第 左記家賃額には
1項第 月額 ○○,○○○ 円 □電気，ガス又は水道の料金が含まれている。（光熱費込

家 賃 等1号 （令和 ○ 年 ４ 月 １ 日から） みの下宿代）
□食費等が含まれている。（賄い付下宿代）

契約開始日 令和 年 月 日から 住宅への入居日 令和 年 月 日
借家・
借間

住宅の所在地

住宅所有者 続柄（ ） 住 所
鹿児島
県職員

住宅の貸主 続柄（ ） 住 所
の給与
に関す □ 本人 共同名義人が □ いない
る条例 住居の借主 □ 扶養親族 続柄（ ） □ いる 続柄（ ）
第10条 （ ）
の5第 左記家賃額には
1項第 月額 円 □電気，ガス又は水道の料金が含まれている。（光熱費込

家 賃 等3号 （令和 年 月 日から） みの下宿代）
□食費等が含まれている。（賄い付下宿代）

備 考

【添付書類】
・契約書（写） （契約期間の定めがあるもの）
・家賃領収書（４月分）等（４月分の家賃額が分かるもの）
・世帯全員の住民票
※ 住民票の転入月日と住居届の入居月日が相違する場合は，「申立書を添付」

20日以内に提出→受付印を押す
確認→起案→事務長決裁
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第２号様式（第７条関係）

住 居 手 当 認 定 簿 記入例１－２
氏 名 鹿児島 太郎

所 属 ○○高等学校 異動後の所属 職員番号 １ ２ ３ ４ ５ ６

届 出 の 事 由 提 出 受 理 支給の 住居手当

取扱者
該当条文(決定家賃額) 任 命 権 者 の 確 認 決 定 備 考

認 印
発生年月日 (改定)欄

内 容 年月日 年月日 始期等 の 月 額
(改正年月日)

令和○年 ☑給与条例第10条の5第1項第1号(○○,○○○円 ) 令和○年 令和○年４月 日

令和○年 令和○年

４月 １日 新 規 ４月１日 任命権者

４月○日 ４月○日 □給与条例第10条の5第1項第3号( 円) ○○,○○○ ○○県立○○高等学校

から から 円

氏名

まで まで 校長 ○○ ○○ 印

年 □給与条例第10条の5第1項第1号( 円) 年 年 月 日

年 年

月 日 月 日 任命権者

月 日 月 日 □給与条例第10条の5第1項第3号( 円) 円

から から

氏名

まで まで 印

年 □給与条例第10条の5第1項第1号( 円) 年 年 月 日

年 年

月 日 月 日 任命権者

月 日 月 日 □給与条例第10条の5第1項第3号( 円) 円

から から

氏名

まで まで 印

年 □給与条例第10条の5第1項第1号( 円) 年 年 月 日

年 年

月 日 月 日 任命権者

月 日 月 日 □給与条例第10条の5第1項第3号( 円) 円

から から

氏名

まで まで 印

年 □給与条例第10条の5第1項第1号( 円) 年 年 月 日

年 年

月 日 月 日 任命権者

月 日 月 日 □給与条例第10条の5第1項第3号( 円) 円

から から

氏名

まで まで 印

年 □給与条例第10条の5第1項第1号( 円) 年 年 月 日

年 年

月 日 月 日 任命権者

月 日 月 日 □給与条例第10条の5第1項第3号( 円) 円

から から

氏名

まで まで 印

備考

住居届を確認し，作成

住居届に添付→起案→決裁後に公印を押す
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別記 記入例２－１

第1号様式(第7条関係）

※　朱書きは届出者が記入します。

提出

任命権者

殿

勤務公署名

　　　　１　新規 ２　異動 　３　転居（ 本人 配偶者） ４　その他（ 　)

上記事実の発生年月日

　鹿児島県職員の単身赴任手当支給規則第７条の規定に基づき，次のとおり配偶者等との別居の状況

等を届け出ます。（住民票等証明書類　　○ 通添付）

１　異動直前の居住状況等

令和 ○ 年 4 月 1 日

本人の住所

　　　　配偶者 子 (生年月日 R○.○.○ ） 子 (生年月日 ）

子 (生年月日 ） 子 (生年月日 ）

２　現在の居住状況等

令和 ○ 年 4 月 1 日

配偶者と別
居した事情

本人の住居 ○○市○○町○○１２３番地

　　　子(生年月日 ） 子(生年月日 ） 　　子(生年月日 ）

　　　その他(続柄 ） その他（続柄 ） その他(続柄 ） その他(続柄 　）

同じ。

異なる。 （入居年月日 ）

別紙の(1)に記入

別紙の(2)に記入

別紙の(3)に記入

（「記入上の注意」については，裏面を参照のこと。）

異動の発令年月日

単　　　　身　　　　赴　　　　任　　　　届
令和○ 年４ 月○ 日

職
名

教諭
氏
名

鹿児島　太郎 印
○○高等学校長

○○高等学校 所在地 ○○市○○町○○４０００番地

届出の理由
令和○ 年４ 月１ 日

○○市○○町○○３２１番地

同　居　者

配偶者と別居した年月日

自宅の管理等

入　居　年　月　日 令和○年４月１日

配 偶 者 の 住 居 か ら 本 人 の 住 居 ま で の 交 通 経 路 及 び 方 法

本人の住居
における同

居者

配偶者の住
居

異動直前の本人の住居と

異 動 直 前 の 住 居 か ら 勤 務 公 署 ま で の 通 勤 経 路 及 び 方 法

配 偶 者 の 住 居 か ら 勤 務 公 署 ま で の 通 勤 経 路 及 び 方 法

【添付書類】

・転居後の職員の世帯全員の住民票

・転居後の配偶者の世帯全員の住民票

・転居前の職員の世帯全員住民票（除票でも可）

・在学証明書・就業証明書・登記事項証明書

20日以内に提出→受付印を押す
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別紙 記入例２－２

(1)異動直前の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法

順
路

通勤方
法の別

順
路

通勤方
法の別

距　離

1 徒歩 住居 から（ 経由） ○○ まで 1 徒歩 住居 から（ 経由） ○○ まで ○○km
2 バス ○○ から（ 経由） ○○ まで 2 バス ○○ から（ 経由） ○○ まで ○○km
3 船舶 ○○ から（ 経由） ○○ まで 3 船舶 ○○ から（ 経由） ○○ まで ○○km
4 バス ○○ から（ 経由） ○○ まで 4 バス ○○ から（ 経由） ○○ まで ○○km
5 徒歩 ○○ から（ 経由） ○○ まで 5 徒歩 ○○ から（ 経由） ○○ まで ○○km
6 から（ 経由） まで 6 から（ 経由） まで

経路略図(経路朱線） 計 （規則第3条の規定による通勤距離）

(2)配偶者の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法

順
路

通勤方
法の別

順
路

通勤方
法の別

距　離

1 住居 から（ 経由） 1 住居 から（ 経由） まで
2 　　　　　　 から　（　　　　　　　　経由）   　　　　　　　　　 までから（ 　　　） まで 2 から（ 　　　） まで
3 から（ 　　　） 3 から（ 　　　） まで
4 から（ 　　　） 4 から（ 　　　） まで
5 から（ 　　　） 5 から（ 　　　） まで
6 から（ 　　　） 6 から（ 　　　） まで

経路略図(経路朱線） 計 （規則第3条の規定による通勤距離）

(3)配偶者の住居から本人の住居までの交通経路及び方法

順
路

通勤方
法の別

順
路

通勤方
法の別

距　離

(○.○ )
1 徒歩 住居 から（ 経由） ○○ まで 1 徒歩 住居 から（ 経由） ○○ まで

(○.○ )
2 バス ○○ から（ 　　　） ○○ まで 2 バス ○○ から（ 　　　） ○○ まで

(○.○ )
3 船舶 ○○ から（ 　　　） ○○ まで 3 船舶 ○○ から（ 　　　） ○○ まで ○.○

(○.○ )
4 バス ○○ から（ 　　　） ○○ まで 4 バス ○○ から（ 　　　） ○○ まで

(○.○ )
5 徒歩 ○○ から（ 　　　） ○○ まで 5 徒歩 ○○ から（ 　　　） ○○ まで

(　　.　)
6 から（ 　　　） まで 6 から（ 　　　） まで

経路略図(経路朱線） (○.○ )
○.○

区間 ※
任
命
権
者
記
入
欄

区間

住
居 （

徒
歩

）

○
○ （

バ
ス

）

○
○ （

船
舶

）

○
○ （

バ
ス

）

○
○ （

徒
歩

）

学
校

区間 ※
任
命
権
者
記
入
欄

区間

まで

まで

　　　　　　　　まで

まで

まで

（
　
　

）

住
居

（
　
　

）

（
　
　

）

（
　
　

）

（
　
　

）

区間
任
　
　
命
　
　
権
　
　
者
　
　
記
　
　
入
　
　

区間

計 （給与条例第11条の2第2項の規定による交通距離）

学
校

（
船
舶

）

○
○

（
バ
ス

）

○
○

（
徒
歩

）

住
居

（
徒
歩

）

○
○

（
バ
ス

）

○
○

単身赴任届を確認し，作成

単身赴任届に添付→起案
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記入例２－３
1 2 3 4 5 6

届出提出年月日 支給の始期（終期） 単 身 赴 任 取扱者

事実の発生年月日 内容 (受理年月日) ・支給額の改正時期 手当の月額 認　印

令和 ○ 年 4 月 ○ 日

　　　　　　　　　　　から 職名 ㊞

令和○ 年４ 月１ 日 新規 令和○ 年４ 月○ 日令和○ 年４ 月分 ○,○○○ ○○,○○○

　　　　　　　　　　　まで 円 円 氏名 印

令和 年 月 日

　　　　　　　　　　　から 職名

令和　　年　　月　　日 令和　年　月　日 令和　　年　月分

　　　　　　　　　　　まで 氏名 印

令和 年 月 日

　　　　　　　　　　　から 職名

令和　　年　　月　　日 令和　年　月　日 令和　　年　月分

　　　　　　　　　　　まで 氏名 印

令和 年 月 日

　　　　　　　　　　　から 職名

令和　　年　　月　　日 令和　年　月　日 令和　　年　月分

　　　　　　　　　　　まで 氏名 印

令和 年 月 日

　　　　　　　　　　　から 職名

令和　　年　　月　　日 令和　年　月　日 令和　　年　月分

　　　　　　　　　　　まで 氏名 印

令和 年 月 日

　　　　　　　　　　　から 職名

令和　　年　　月　　日 令和　年　月　日 令和　　年　月分

　　　　　　　　　　　まで 氏名 印

 記入上の注意

「届出提出（受理）年月日」欄には，届出提出日を記入し，その日が届出受理日と異なる場合にあっては，届出受理

日を（　）書で付記する。

職 員 番 号

単　身　赴　任　手　当　認　定　簿 氏 名 鹿児島　太郎

届　出　の　理　由　等
加　算　額 任命権者決定(改定)

○○高等学校長

○○　○○

単身赴任届を確認し，作成

単身赴任届に添付→起案→決裁後に公印を押す
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別記 記入例３－１
第１号様式（第３条関係）

※　朱書きは届出者が記入します。

所属長

○○高等学校長 殿

○○市○○町○○４０００番地
㊞

○○市○○町○○１２３番地
鹿児島県職員の通勤手当支給規則第３条の規定により，通勤の実情を届け出ます。

届出の理由＜該当する□にレ印を付する。＞ □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
☑新規（□異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合）
□住居の変更 (該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。)
□通勤経路又は方法の変更
□運賃等の負担額の変更                     （届出の理由が生じた日）
□その他（ ） 　　　令和○ 年４ 月１ 日

1 自家用車
□ （ ）

2

□ （ ）

3

□ （ ）

4

□ （ ）

5

□ （ ）

分

記入上の注意

1

2  「乗車券等の種類」欄には，定期券(○箇月)，回数乗車券（○○枚つづり），普通乗車（船）券，優待乗車（船）券等の別を記入すること。

3  「左欄の乗車券等の額」欄には，定期券(○箇月)等の左欄に記載したその種類に応ずる額を記入すること。

4

5

6  通勤経路の略図（経路朱線）を添付すること。

【給与条例第11条第３項又は第４項の適用を受ける職員（特別急行列車等利用者）】＜該当する□にレ印を付する。＞

□１ 異動等に伴い，通勤が困難になつたことにより特別急行列車等を利用することとなった職員

□２ 単身赴任手当を受給していた職員で，配偶者と同居し通勤が困難となったことにより特別急行列車等を利用することとなつた職員

□３ その他の職員（上記１又は２以外の職員）

※現公署への異動発令年月日 令和 年 月 日 ※異動等前の住居への入居年月日 年 月 日

※

特別急行列車等利用者の特別急行列車等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

1 住居 から( 経由） まで ． km 分

2 から( ） まで ． km 分

3 から( ） まで ． km 分

4 から( ） まで ． km 分

5 から( ） まで ． km 分

． km

分

1  ※欄は，□１にレ印を付した職員のみ記入すること。

2  「通勤方法の別」欄には，住居から勤務公署に至る通勤の順路に従い，徒歩，自動車，○○バス，○○線等の別をもれなく記入すること

3  特別急行列車等利用者の特別急行列車等を利用しない場合の通勤経路の略図（経路朱線）を添付すること。

職名 教諭 氏 名 鹿児島　太郎

通　　勤　　届

勤 務 課
○○高等学校

( 所 ) 名

所 在 地

住居

順
路

通勤方法の別 区　　　　　　　　間 距　　　離
乗車券等
の 種 類

左欄の乗車券
等　　の　　額

備　　考

住居 から( 経由) 学校 まで ○ ． ○ km

所要時間

○ 分 円

から( ) まで ． km

から( ) まで ． km

分 円

から( ) まで ． km

から( ) まで ． km

分 円

円

分 円

分

他に利用できる交
通機関等の名称及
び 利 用 区 間 等

総通勤距離 ○ ．

 「通勤方法の別」欄には，住居から勤務公署に至る通勤の順路に従い，徒歩，自転車，○○バス，○○線等の別をもれなく記入し，下段の（
）には特急，新幹線，高速道路等の別を記入すること。

km

総所要時間 ○

○

 「備考」欄には，定期券を持たない理由，回数券の片道及び月間の使用枚数等を記入すること。また，往路と復路が異なる場合は，その旨と
理由を記入すること。

異 動 等 の 直
前 の 住 居

※現住居への入居年月日 年 月 日

 「他に利用できる交通機関等の名称及び利用区間等」欄には，名称，利用区間，所要時間，○箇月運賃のほかに，当該交通機関の運賃が
現在利用している交通機関の運賃より低廉の場合は，当該交通機関を利用しない理由を具体的かつ詳細に記入すること。

備　　　　　考

他に利用できる交
通

機関等の名称及び
利 用 区 間 等

総通勤距離

総所要時間

記入上の注意

順
路

通勤方法の別 区　　　　　　間 距　　離 所要時間

20日以内に提出→受付印を押す

12



第
２

号
様

式
(第

４
条

関
係

）
記

入
例

３
－

２
(
自

家
用

車
利

用
の

場
合

)

（
そ

の
１

）
事

実
発

生
年

月
日

提
出

年
月

日

回
　

受
理

年
月

日

円
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

か
ら

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６
（
　

　
箇

月
）

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

円
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

か
ら

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６
（
　

　
箇

月
）

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

円
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

か
ら

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６
（
　

　
箇

月
）

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

円
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

か
ら

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６
（
　

　
箇

月
）

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

円
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

か
ら

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６
（
　

　
箇

月
）

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

円
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

か
ら

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６
（
　

　
箇

月
）

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

円
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

か
ら

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６
（
　

　
箇

月
）

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

円
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

か
ら

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６
（
　

　
箇

月
）

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

円
　

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

改
正

円
　

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

改
正

円

　
　

　
　
　

○
年

　
　

　
４

月
か

ら

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
か

ら

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で

　
普

通
交

通
機

関
等

と
自

動
車

の
併

用
者

　
　

　
　

規
則

第
８

条
の

３
　

　
□

第
１

号
　

　
□

第
２

号
　

　
□

第
３

号

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
か

ら
１

　
 ２

　
 ３

　
 ４

　
 ５

　
 ６

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

　
　

注
　

運
賃

等
の

額
に

改
定

が
あ

つ
た

場
合

に
お

け
る

「
普

通
交

通
機

関
等

の
認

定
期

間
」
の

欄
の

「
　

　
　

年
　

　
月

ま
で

」
は

，
改

定
が

あ
つ

た
月

（
定

期
券

の
通

用
期

間
中

で
あ

る
と

き
は

，
支

給
単

位
期

間
等

に
係

る
最

後
の

月
）
を

記
入

す
る

こ
と

。

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

運
賃

等
相

当
額

普
通

交
通

機
関

等
の

名
称

利
用

区
間

通
　

　
勤

　
　

手
　

　
当

　
　

認
　

　
定

　
　

簿

　
氏

　
名

　
　

鹿
児

島
　

太
郎

職
員

番
号

　
１

２
３

４
５

６
　

所
　

属
　

　
○

○
高

等
学

校
　

　
　

　
　
○

年
　

　
　
４

月
　

　
１

日
　

□
　

回
数

券
等

を
使

用
し

て
利

用
す

る
交

通
機

関
等

が
あ

る
交

替
制

勤
務

に
従

事
す

る
職

員
等

　
　

算
出

式
　

　
　

　
　

○
年

　
　

　
４

月
  

  
○

日
　

平
均

1
箇

月
当

た
り

の
通

勤
所

要
回

数
　

　
　

　
　

○
年

　
　

　
４

月
  

  
○

日

１
  

箇
  

月
当

  
た

  
り

の
運

賃
等

相
  

当
 額

普
通

交
通

機
関

等
の

認
定

期
間

取
扱

者
認

　
印

支
　

　
給

　
　

月
（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

。
）

(毎
月

の
場

合
は

省
略

可
）

備
　

　
考

回
数

券
そ

の
他

定
期

券
回

数
券

そ
の

他
定

期
券

順 路

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
定

期
券

回
数

券
そ

の
他

の
　

別

普 通 交 通 機 関 等 利 用 者

１ ２

円

改 正
円

円

円
円

円

円

改 正
円

円

３
円

円

改 正
円

円

改 正
円

円

４
円

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

相
当

額
の

合
計

額
　

　
自

動
車

等
の

額
○

,○
○

○
円

㊞

　
(条

例
第

1
1
条

第
２

項
第

２
号

の
額

)（
自

動
車

等
の

使
用

距
離

　
　

　
　

　
　
○

.○
㎞

）
改

正
円

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

相
当

額
の

合
計

額
又

は
１

箇
月

当
た

り
の

運
賃

等
相

当
額

と
自

動
車

等
の

額
の

合
計

額
が

5
5
,0

0
0
円

を
超

え
る

と
き

　
５

５
，

０
０

０
円

×
［
　

　
　

　
　

箇
月

］
＝

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

相
当

額
と

自
動

車
等

の
額

の
合

計
額

円
　

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

改
正

円
　

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

改
正

円

㊞

通
勤
届

を
確
認

し
，

作
成

通
勤
届

に
添
付

→
起

案
→
決
裁
後

に
裏
面
に
公
印
を

押
す

13



（
そ

の
２

）
記

入
例

３
－

３
(
通

勤
手

当
認

定
簿

裏
面

)

回
数

券

そ
の

他

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
か

ら

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
か

ら

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
か

ら

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
か

ら

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
改

正
円

円

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
か

ら

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
ま

で

　
　

　
　

　
　

　
○

年
　

　
　

　
４

月
　

　
　

　
○

日

　
職

名
　

　
○

○
高

等
学

校
長

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

　
職

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

　
職

名

□
　

第
1
号

□
　

第
3
号

□
　

第
2
号

□
　

第
4
号

□
　

第
1
号

□
　

第
3
号

□
第

１
号

☑
第

２
号

□
第

３
号

□
　

第
2
号

□
　

第
4
号

□
　

第
1
号

□
　

第
3
号

□
　

第
2
号

□
　

第
4
号

　
　

　
規

則
第

８
条

の
３

□
第

１
号

□
第

２
号

□
第

３
号

月
円

　
　

条
例

第
１

１
条

□
第

３
項

□
第

４
項

月
円

　
注

　
特

別
料

金
等

（
特

別
運

賃
等

）
の

額
に

改
定

が
あ

つ
た

場
合

に
お

け
る

「
特

別
急

行
列

車
等

の
認

定
期

間
」
の

欄
の

「
　

　
　

　
年

　
　

月
ま

で
」
は

，
改

定
が

あ
つ

た
月

（
定

期
券

の
通

用
期

間
中

で
あ

る
と

き
は

，
支

給
単

位
期

間
等

に
係

る
最

後
の

月
）
を

記
入

す
る

こ
と

。

順 路

算
出

の
基

礎
と

な
る

特
別

急
行

列
車

等
定

期
券

回
数

券
そ

の
他

の
　

別

特
別

料
金

等
(特

別
運

賃
等

）
の

額
の

算
　

　
　

　
　

出
　

　
　

　
　

基
　

　
　

　
　

礎
特

別
料

金
等

２
分

の
１

相
当

額
(特

別
運

賃
等

相
当

額
)

1
箇

月
当

た
り

の
特

別
料

金
等

２
分

の
１

相
当

額

特
別

急
行

列
車

等
の

認
定

期
間

取
扱

者
認

　
印

支
　

　
給

　
　

月
（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

。
）

(毎
月

の
場

合
は

省
略

可
）

備
　

　
考

特
別

急
行

列
車

等
の

名
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 称
利

　
用

　
区

　
間

回
　

数
　

券
そ

　
の

　
他

定
期

券
定

期
券

２
円

(　
　

　
　

　
　

箇
月

）
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

改 正
円

円
円

円
円

円
１

　
 ２

　
 ３

　
 ４

　
 ５

　
 ６

１

円
円

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６

(　
　

　
　

　
　

箇
月

）
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６

(　
　

　
　

　
　

箇
月

）
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

円
　

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

改
正

１
箇

月
当

た
り

の
特

別
料

金
等

の
２

分
の

１
相

当
額

の
合

計
額

が
2
0
，

0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

　
２

０
，

０
０

０
円

×
［
　

　
　

　
　

箇
月

］
＝

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

１
　

 ２
　

 ３
　

 ４
　

 ５
　

 ６

円
円

円
１

　
 ２

　
 ３

　
 ４

　
 ５

　
 ６

(　
　

　
　

　
　

箇
月

）
７

　
 ８

　
 ９

　
1
0
  

1
1
  

1
2

改 正

１
箇

月
当

た
り

の
特

別
料

金
等

２
分

の
１

相
当

額
の

合
計

額

1
0
月

1
1
月

７
　

 ８
　

 ９
　

1
0
  

1
1
  

1
2

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

特 別 急 行 列 車 等 利 用 者

所
属

長
の

確
認

・
決

定
備

　
　

　
　

考
(　

　
改

　
　

定
　

　
）
　

　
欄

1
2
月

１
月

２
月

３
月

　
年

　
　

月
　

　
日

改
正

円
円

円
円

円
円

円

○
,○

○
○

円
支

給
額

○
,○

○
○

円
○

,○
○

○
円

○
,○

○
○

円
○

,○
○

○
円

○
,○

○
○

円
○

,○
○

○
円

円
円

円
円

円

　
氏

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 

　
氏

名
　
　

○
○

　
○

○
 　

　
　

　
　

　
　

　
　
 

○
,○

○
○

円
○

,○
○

○
円

○
,○

○
○

円
○

,○
○

○
円

○
,○

○
○

円 円

　
氏

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 

決 定 事 項

　
条

例
1
1
条

第
１

項
　

該
当

・
非

該
当

返
納

事
由

規
則

第
1
6
条

の
2
第

1
項

返
納

事
由

発
生

年
月

返
納

対
象

普
通

交
通

機
関

等
(特

別
急

行
列

車
等

）
払

戻
金

相
当

額
(払

戻
金

２
分

の
１

相
当

額
，

規
則

第
1
6
条

の
2
第

4
項

の
額

）
の

算
出

基
礎

円
円

円
円

円
円

　
年

　
　

月
　

　
日

改
正

円
円

円
円

円

払
戻

金
相

当
額

(払
戻

金
２

分
の

１
相

当
額

，
規

則
第

1
6
条

の
2
第

4
項

の
額

）

取
扱

者
認

　
印

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

相
当

額
等

の
合

計
額

が
5
5
，

0
0
0
円

を
超

え
て

い
た

場
合

(1
箇

月
当

た
り

の
特

別
料

金
等

２
分

の
１

相
当

額
の

合
計

額
が

2
0
，

0
0
0
円

を
超

え
て

い
た

場
合

）
規

則
第

1
6
条

の
２

第
２

項
第

２
号

（
第

３
項

第
２

号
）
の

月
数

と
知

事
が

人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

定
め

る
額

(算
出

基
礎

)

　
(算

出
基

礎
）

　
(算

出
基

礎
）

備
　

考
　

☑
　

該
当

　
（
□

規
則

第
５

条
）

　
□

　
非

該
当

　
理

由
１

円

　
　

条
例

第
1
1
条

第
２

項

□
規

則
第

８
条

の
２

３
円

　
手

当
額

の
決

定
２

円

　
　

(通
勤

所
要

回
数

　
　

　
回

）
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記入例４－１
※　朱書きは届出者が記入します。

別記

第１号様式（第２条関係）

○○高等学校長 殿

令和○年○ 月○○ 日 （証明書　　○　　通添付）

続
柄

妻 ○/○ ○○高　

1

2

3

備考 鹿児島県職員扶養手当支給規則第3条第1項の認定があったときは，認定印を押して扶養手当額異動記入欄に整理
し，その後の異動については，扶養親族異動届出書又は配偶者のない職員となったこと又は配偶者を有するに
至ったことに関する届出書により，この届出書を整理するものとする。

(注) 　この届出書は，※欄を除く各欄について記載し，所属長に提出すること。

続柄欄には，職員との続柄を（心身に著しい障害がある者として届け出る場合は、その旨を併せて）記入
する。

年収額欄には，給与所得，事業所得，不動産所得等恒常的な所得があればこれらの種類ごとにその金額を
記入すること。

計 1 6,500

金　 額 人員 金　 額

認 定 扶 養 親

定 期 間 に あ る 子

族 の う ち 特

　　配偶者　☑　有　□　無　　　その事実の生じた年月日　　　令和　○○　年　○○　月　○○　日

※
扶
養
手
当
額
異
動
記
入
欄

扶 養 親 族

令和　○○　年 令和　　年 令和　　年 令和　　年 令和　　年

○○月１日から 月　日から 月　日から 月　日から 月　日から

人員 金　 額 人員 金　 額 人員 金　 額 人員

配偶者以外の認定扶
養 親 族

1 6,500配 偶 者

5 6

職 名 教　　諭 氏 名 鹿児島　太郎 ㊞

※認定

鹿児島　花子
S○.○.

○ ○
０

（無職）

　　鹿児島県職員の給与に関する条例第１０条第１項の規定により，次のとおり届け出ます。

扶養親族氏名
生年月

日
同居 別居

年収額
(職業)

※扶養事実
の

生じた日

※扶養事実の
消滅した日

※特定期間 備考

R○.○.○

扶　養　親　族　等　届　出　書

任命権者 所 属 ○○高等学校 職 員 番 号 1 2 3 4

20日以内に提出→受付印を押す

確認→起案→事務長決裁

【添付資料】

・戸籍抄本又は婚姻届受理証明書又は媒酌人の証明書（結

婚年月日明記）

・配偶者の所得証明書

・配偶者の申立書及び給与支払見込証明書籍

事務職員が記入
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記入例４－２
※　朱書きは届出者が記入します。

第２号様式（第２条関係）

○○高等学校長 殿

令和 ○ 年 ○ 月 ○○ 日 （証明書　　○　　通添付）

続
柄

長
男

注　１　この届出書は，※欄を除く各欄について記載し，所属長に提出すること。
 　 ２　年収額欄には，給与所得，事業所得，不動産所得等恒常的な所得があればこれらの種類ごとにその金額を記入すること。
    ３　異動年月日欄には，扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合又は扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合
　　　にそれぞれその事実の生じた日を記入すること。
    ４　異動の理由欄には，扶養手当の支給を受ける事実の生じた理由又は扶養手当の支給を受ける事実のなくなった理由（例え
　　　ば，婚姻，離婚，出生，死亡，６０歳以上等）をそれぞれ記入すること。

備考　この届出書は，認定後は扶養親族等届出書に添付して保存すること。

認定扶養親族のうち
特定期間にある子

人員 金　 額金　 額人員

1 6,500

配偶者以外の
認定扶養親族

人員 金　 額

令和　○○　年

   ○　月　○　日

         から

人員

※
扶
養
手
当
額
異
動
記
入
欄

配 偶 者 計

金　 額

鹿児島　一郎 R○.○.○ ○ ０
（無職） ○/○ ○○高　㊞

　　扶養親族に異動があったので，鹿児島県職員の給与に関する条例第１０条第１項の規定により,次のとおり届け出ます。

扶養親族氏名 生年月日 同居 別居
年収額
(職業)

異動年月日 異動の理由 ※特定期間 ※認定

R○.○.○ 出生による R○.4.1～
R○.3.31

2 3 4 5 6

職 名 教　　諭 氏 名 鹿児島　太郎 ㊞

扶　養　親　族　異　動　届　出　書

任命権者 所 属 ○○高等学校 職 員 番 号 1

20日以内に提出→受付印を押す

確認→扶養親族等届出書に記載し，扶養親族等届出書に添付

→起案

【添付資料】

・戸籍抄本又は出生届受理証明書

事務職員が記入
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記
入

例
５

－
１

※
　

朱
書

き
は

届
出

者
が

記
入

し
ま

す
。

別
記

第
１

号
様

式
（

第
４

条
関

係
）

鹿
児

島
　

太
郎

○
○

県
○

○
市

○
○

町
○

○
１

２
３

番
地

か
ご

し
ま

　
は

な
こ

鹿
児

島
　

花
子

請 求 者

（
ふ

り
が

な
）

　
か

ご
し

ま
　

た
ろ

う

住
所

〒
○

○
○

-○
○

○
○

所
　

　
　

属
○

○
高

等
学

校

氏
名

職
　

員
　

番
　

号
１

２
３

４
５

６
電

話
　

○
○

○
○

（
○

○
）

○
○

○
○

（
表

面
）

児
童

手
当

・
特

例
給

付
　

認
定

請
求

書
○

○
高

等
学

校
長

　
殿

○
・

○
配

偶
者

の
有

無
有

・
無

（
ふ

り
が

な
）

性
別

男
・

女
生

年
月

日
昭

和
○

・
配

偶
者

の
職

業

ア
．

被
用

者
イ

．
公

務
員

ウ
．

被
用

者
等

で
な

い
者

提
　

出
　

年
　

月
　

日
※

受
付

確
認

年
月

日
配

偶
者

の
氏

名
　

　
　

　
　

令
和

○
・

○
・

○
　

　
　

　
　

令
和

○
・

○
・

○

※
小

学
校

修
了

後
中

学
校

修
了

前
の

児
童

○
印

鹿
児

島
　

一
郎

子

令
和

○
・

○
・

○

同
 ・

 別
　

　
・

受
給

者
に

同
じ

有
 ・

 無
同

一 ・ 維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

住
所

監
護

の
有

無
生

計
関

係
※

児
童

と
の

関
係

で
、

　
該

当
す

る
場

合
に

○
印

※
3歳

未
満

の
児

童
○

印
※

3歳
以

上
小

学
校

修
了

前
の

児
童

○
印

氏
名

続
柄

生
年

月
日

同
居

・
別

居
の

別
海

外
留

学
を

し
て

い
る

場
合

の
出

国
年

月

○

　
　

　
・

　
・

同
 ・

 別
　

　
・

有
 ・

 無
同

一 ・ 維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

　
　

　
・

　
・

同
 ・

 別
　

　
・

有
 ・

 無
同

一 ・ 維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

　
　

　
・

　
・

同
 ・

 別
　

　
・

有
 ・

 無
同

一 ・ 維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

　
　

　
・

　
・

同
 ・

 別
　

　
・

有
 ・

 無
同

一 ・ 維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

　
　

　
・

　
・

同
 ・

 別
　

　
・

譲
渡

所
得

の
有

無
有

・
無

認
定

・
却

下

認
定

・
却

下
年

月
日

支
給

開
始

年
月

区
分

有
 ・

 無
同

一 ・ 維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

児 童

手
当

月
額

扶
養

親
族

等
及

び
児

童
の

数
　

１
　

人
令

和
○

・
○

・
○

令
和

○
・

○
・

児
童

手
当

・
特

例
給

付

　
3歳

未
満

分

　
　

　
１

５
,０

０
０

円
　

3歳
以

上
小

学
校

修
了

前
分

　
　

　
　

　
　

　
　

円
　

中
学

生
分

　
　

　
　

　
　

　
　

円

　
計

　
１

５
,０

０
０

円

控
除

後
の

所
得

額
所

得
制

限
限

度
額

所
得

の
状

況
　

○
○

年
分

所
得

額

４
,５

０
０

,０
０

０
円

４
,５

０
０

,０
０

０
円

６
,６

０
０

,０
０

０
円

※ 審 査

　
○

○
年

分
所

得
の

合
計

額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

控
　

　
　

　
　

　
除

雑
損

控
除

額
医

療
費

控
除

額

80
,0

00
円

◎
　

裏
面

の
注

意
を

よ
く

読
ん

で
か

ら
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

※
印

の
欄

は
、

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
字

は
、

楷
書

（
か

い
し

ょ
）

で
は

っ
き

り
書

い
て

く
だ

さ
い

。

小
規

模
企

業
共

済
等

掛
金

控
除

額
障

害
者

控
除

額
障

人
・

特
障

人
寡

婦
・

ひ
と

り
親

・
勤

労
学

生
控

除
額

児
童

手
当

法
施

行
令

第
３

条
第

１
項

に
よ

る
控

除

４
,５

８
０

,０
０

０
円

円
円

円
円

う
ち

70
歳

以
上

の
同

一
生

計
配

偶
者

及
び

老
人

扶
養

親
族

の
合

計
数

○

1
5日

以
内
に
提
出

確
認
→
起
案
→
事
務
長
決
裁

【
添
付
書
類
】

・
受
給
資
格
者
及
び
そ
の
児
童
の
属
す
る
世
帯
全
員
の
住
民
票

・
受
給
資
格
者
の
前
年
の
所
得
証
明
書
（
児
童
手
当
用
）

※
必
要
に
応
じ
て
，
申
立
書
等
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
る
。

所
得
証
明
書
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
か
ら
８
万
円
（
社
会
保
険
料
等
相
当
分
）
を
一
律
控
除

し
，
更
に
医
療
費
控
除
等
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
入
す
る
。

４
,
５
８
０
,０

０
０
円
－
（
８
０
,
０
０
０
円
）
－
（
０
円
）
＝
４
,５

０
０
,０

０
０
円

事
務
職
員
が
記
入

該
当
す
る
記
号
を
○
で
囲
む

ア
.被

扶
養
者

・
・
・
雇
わ
れ
て
い
る
方

イ
.公

務
員

・
・
・
公
務
員
の
方

ウ
.被

扶
養
者
等
で
な
い
も
の
・
・
・
自
営
業
，
無
職
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※
　

朱
書

き
は

届
出

者
が

記
入

し
ま

す
。

記
入

例
５

－
２

別
記

第
12

号
様

式
（

第
19

条
関

係
） か

ご
し

ま
　

た
ろ

う
か

ご
し

ま
　

は
な

こ

鹿
児

島
　

太
郎

鹿
児

島
　

花
子

○
○

高
等

学
校

（
　

　
　

　
　

・
　

　
　

・
　

　
　

異
動

）
（

　
　

　
　

　
・

　
　

　
・

　
　

　
異

動
）

（
　

　
　

　
　

・
　

　
　

・
　

　
　

異
動

）

○
○

県
○

○
市

○
○

町
○

○
１

２
３

番
地

（
　

　
　

　
　

・
　

　
　

・
　

　
　

異
動

）
（

　
　

　
　

　
・

　
　

　
・

　
　

　
異

動
）

鹿
児

島
　

一
郎

子

配
偶

者
の

職
業

ア
.　

被
用

者
イ

.　
公

務
員

ウ
.　

被
用

者
等

で
な

い
者

氏
名

（
職

員
番

号
）

配
偶

者
の

氏
名

（
　

　
１

２
３

４
５

６
　

　
）

所
属

（
表

面
）

児
　

童
　

手
　

当
　

・
　

特
　

例
　

給
　

付
　

受
　

給
　

者
　

台
　

帳

受 給 者

（
ふ

り
が

な
）

男 ・ 女

生
年

月
日

昭
和

○
年

○
月

○
日

配
偶

者

の
有

無
有

・
無

（
ふ

り
が

な
）

住
所

児 童

氏
　

　
名

続
　

柄
生

　
年

　
月

　
日

同
居

・
別

居
の

別

・
・

同
 ・

 別

・
・

同
 ・

 別

・
・

同
 ・

 別

非
該

当
年

月
日

３
歳

未
満

３
歳

以
上

小
学

校
修

了
前

小
学

校
修

了
後

中
学

校
修

了
前

令
和

　
○

・
○

・
○

同
 ・

 別

海
外

留
学

を
し

て
い

る
場

合
の

出
国

年
月

住
　

　
　

所
監

護
の

有
無

生
計

関
係

児
童

と
の

関
係

児
童

手
当

・
特

例
給

付
該

当
年

月
日

　
　

　
　

・
有

 ・
 無

　
　

　
　

・
受

給
者

に
同

じ
有

 ・
 無

同
一

・
維

持
・

未
成

年
後

見
人

・
父

母
指

定
者

・
同

居
父

母
　

　
　

・
　

・
　

　
　

・
　

・
　

　
　

・
　

・
　

　
　

・
　

・

令
和

○
・

○
・

○
令

和
○

・
４

・
１

令
和

○
・

３
・

31
同

一
・

維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

令
和

○
・

○
・

○

　
　

　
　

・
有

 ・
 無

　
　

　
　

・
有

 ・
 無

同
一

・
維

持
・

未
成

年
後

見
人

・
父

母
指

定
者

・
同

居
父

母
　

　
　

・
　

・

令
和

○
・

○
１

５
,０

０
０

円
（

３
未

　
１

５
,０

０
０

円
，

３
以

　
　

　
　

　
円

，
中

　
　

　
　

　
　

　
円

）

　
　

　
・

　
・

　
　

　
・

　
・

　
　

　
・

　
・

　
　

　
・

　
・

　
　

　
・

　
・

　
　

　
・

　
・

同
一

・
維

持
・

未
成

年
後

見
人

・
父

母
指

定
者

・
同

居
父

母
　

　
　

・
　

・

特
例

給
付

　
　

　
　

・
　

　
・

　
　

　
　

　
・

　
・

備 考

支
 給

 事
 由

 消
 滅

年
月

日
・

消
滅

事
由

扶
養

親
族

等
及

び
児

童
の

数
1

人
認

定
（

改
定

）
年

月
日

支
給

開
始

年
月

手
当

月
額

　
　

　
　

　
・

　
　

　
・

　
　

　

有
 ・

 無
同

一
・

維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

　
　

　
・

　
・

　
　

　
・

　
・

　
　

　
・

　
・

・
・

同
 ・

 別
　

　
　

　
・

（
消

滅
事

由
）

所
得

の
状

況
　

　
○

○
年

分
所

得
額

　
　

　
　

・
　

　
・

　
　

　
　

　
　

・
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円
（

３
未

　
　

　
　

　
円

，
３

以
　

　
　

　
　

円
，

中
　

　
　

　
　

　
円

）

4,
50

0,
00

0
円

う
ち

70
歳

以
上

の
同

一
生

計
配

偶
者

及
び

老
人

扶
養

親
族

の
合

計
数

（
0

人
）

令
和

○
・

○
・

○

　
　

　
　

・
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円
（

３
未

　
　

　
　

　
円

，
３

以
　

　
　

　
　

円
，

中
　

　
　

　
　

　
円

）

　
　

　
　

・
　

　
・

　
　

　
　

　
　

・
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円
（

３
未

　
　

　
　

　
円

，
３

以
　

　
　

　
　

円
，

中
　

　
　

　
　

　
円

）

区
分

児
童

手
当

　
　

　
　

・
　

　
・

　
　

　
　

　
　

・
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円
（

３
未

　
　

　
　

　
円

，
３

以
　

　
　

　
　

円
，

中
　

　
　

　
　

　
円

）

児
童

手
当

認
定

請
求

書
を

確
認

し
，

作
成

児
童

手
当

認
定

請
求

書
に

添
付

→
起

案

請
求

書
等

の
受

理
年

月
日

３
歳

の
誕

生
日 12

歳
に

達
す

る
以

後
の

最

初
の

４
月

１
日

1
5歳

に
達

す
る

以
後

の
最

初

の
３

月
31

日
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別記第２号様式（第５条関係）                   
○○高第 ○○ 号 

   令和○年○月○日 
鹿児島 太郎 殿 

 
○ ○ 県 立 ○ ○ 高 等 学 校  
校 長  ○  ○  ○  ○  

 
 

 
 

印  
 
 

児童手当   認   定  
                  通知書 

特例給付  認定請求却下 
 
                                       児童手当 

令和○年○月○日付で請求のありました      については、 
                        特例給付 

とおり認定 
次の              しましたので通知します。 

理由で請求を却下 
 
 こ の 処 分 に つ い て 不 服 が あ る と き は 、 こ の 通 知 書 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し
て ３ か 月 以 内 に 、 鹿 児 島 県 知 事 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。 こ の 処
分 に つ い て は 、 上 記 の 審 査 請 求 の ほ か 、 こ の 通 知 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て
６ か 月 以 内 に 、 鹿 児 島 県 を 被 告 と し て 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で
き ま す 。 な お 、 上 記 の 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 そ の 審
査 請 求 に 対 す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提
起することができます。 
 た だ し 、 上 記 の 期 間 が 経 過 す る 前 に 、 こ の 処 分 （ 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 そ
の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
審 査 請 求 を す る こ と や 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。
な お 、 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 上 記 の 期 間 や こ の 処 分 （ 審 査 請 求 を し た 場 合 に
は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 ） が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 し た
後 で あ っ て も 審 査 請 求 を す る こ と や 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が 認 め ら
れる場合があります。 

記 
認 定 に 関 す る 事 項 

 
1.支給対象児童数 
 
 
 
 
 
 
2 . 区 分  
 
 
 
 
3.手当月額 

（ ３ 歳 未 満 ）           １ 人   
 
 
 
 
 
 
 

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）      人  

（ 中 学 生 ）             人  

計      1      人  
 

児童手当 

特例給付 
 

（ ３ 歳 未 満 ）       １ ５ , ０ ０ ０ 円  

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）      円  

（ 中 学 生 ）             円  

計   １ ５ , ０ ０ ０  円  
4.支給開始年月             令和○年○月から 
 
5.支給要件児童に該当しない児童の氏名及びその理由 
（                                 ）  

認 定 請 求 却 下 に 関 す る 事 項 
却下した理由 
（                                                           ）    

備考  

 

記入例５－３ 
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別記様式１ 記入例６

（所属学校名）

（職名） （氏名）

第２号 第３号 第３号 第４号

の業務 の業務

の業務 Ａ Ｂ の業務

１４：００

～

１７：００

様式１ 記入例７

教育業務連絡指導手当実績簿

支給日数

ａ－ｂ 出勤

教諭 17 16

第１号
ア  の
業務Ａ

第１号
ア  の
業務Ｂ

第１号
イ  の
業  務

第１号
ウ  の
業  務

教 員 特 殊 業 務 確 認 簿

鹿児島県立○○高等学校 教諭 鹿児島　太郎

所属長
確認印

月日
曜
日

条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 業 務 の 区 分
従事
時間

従事した業務の
内　　　　　容

㊞ ○ ○ 土

職名
左の内訳

18

主任名

（１８）
教務

氏   名

鹿児島　太郎

令和○年○月分

従事　者印

㊞

出張別勤日数ｂ

支給対象

日数ａ

○○部指導３ 00

休暇等の

校長
(決裁権者)

     ㊞

1

　学校名　　鹿児島県立○○高等学校

主任発令年月日　令和○年○月○日

1

・３時間程度の勤務で手当が発生。従事時間に注意する。

・実習助手の単独指導に注意。

・その他の実績手当との兼ね合いにも注意を。

・手当入力コード：2528

・月末に出勤簿を確認し，支給日数を算出する。

・4月は主任発令年月日に注意して支給日数を算出す

る。

事務長専決事項のため事務長私印を押印

事務長専決事項のため事務長私印を押印

20



①給与データ収集・配信システムによる報告 入力例１

①

②

③

④

①報告期間中にこのアイコンを開く。

②報告月を選択する。

③決定をクリックする。

④報告書選択をクリックする。

21



⑤ ⑥

年度当初の主な報告

・給与手当報告書１

扶養手当認定簿・住居手当認定簿・

単身赴任手当認定簿に基づき入力する。

・実績手当報告書

教育業務連絡指導手当実績簿・教員

特殊業務確認簿等に基づき入力する。

・住所報告書

住所届に基づき入力する。

・通勤手当報告書

通勤手当認定簿に基づき入力する。

⑤報告書提出をクリックする。

⑥給与関係報告書（総括）送付

票を印刷し，関係諸帳簿と照合

し，誤りがないか確認する。

22



②給与データ収集・配信システムによる配信 入力例２

①

②

③

④

①配信期間中にこのアイコンを開く。

②配信月を選択する。

③決定をクリックする。

④帳票出力をクリックする。

23



⑤

⑥ ⑦ ⑧
⑤全て選択に☑を入れる。

⑥印刷をクリックする。

⑦給与支給内訳書等を印刷した

ら，手当認定簿と照合し，誤り

がないか確認する。

⑧給与支給明細書を印刷したら

給与支給前（現金手渡しの場合

は当日）に配付する。

2424



③給与その他控除管理システム 入力例３

①

②

③

④

①報告期間中にこのアイコンを開く。

②処理年月を入力する。

③処理開始をクリックする。

④例月給与処理をクリックす

る。クリックすると『異動事

由設定削除の削除を行います

か？』と表示されるので，５

月分は初回は『はい』をク

リックし，２回目以降は『い

いえ』をクリックする。

25



⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨

⑩

⑤職員別又は費目別控除

額入力処理をクリックす

る。

⑥控除額をそれぞれ入力

し，保存する。

⑦職員別一覧印刷処理を

クリックする。

⑧職員別控除額一覧が印

刷されるので，誤りがな

いか確認する。

⑨控除データ作成処理を

クリックし，控除データ

を作成する。

⑩教職員課からのメール記載

のURLをクリックし，Webファ

イル共有システムを開く。

26



⑪

⑪教職員課からのメール記載のログ

インパスワードでログインする。

ファイル参照で⑨の控除データを選

択する。コメント欄は「学校名 ○

月分」と入力し，アップロードをク

リックする。

27



別紙２

共済組合関係書類

１　組合員関係必要書類

　
異　　動
対 象 者

(期付異動者含)

新  規
採用者

他の共済組合
より転入

備　　　　考

組合員資格取得報告書
【整理番号　２】

組合員異動報告書
【整理番号　３】

組合員等住所変更届
【整理番号　４】

年金加入期間等報告書
【整理番号　６】

個人番号申告書
【整理番号　７】

個人口座申出書
【整理番号　54】

２　被扶養者関係必要書類
 (1)　資格取得関係

被扶養者認定申告書
【整理番号　10】

個人番号申告書
【整理番号　７】

国民年金第３号
被保険者関係届

年金手帳写し

認定の要件を備えた事由
及び事実発生年月日が
確認できる書類

 (2)　資格喪失関係

被扶養者認定申告書
【整理番号　10】

取消の要件を備えた事由
及び事実発生年月日が確
認できる書類

　※　子の就職等が多いため，４月は多くなる。

 (3)　注意事項

３　その他

○
他支部で使用していた
組合員証添付

就職･･･就職先の保険証写し
所得超過･･･雇用形態と月ごとの収入状況が分かるもの
その他必要な書類は共済組合HPに記載あり

○

備考

年金手帳写し添付
(基礎年金番号確認のため)

○

資格の認定は扶養の事実が生じた日から30日以内に行うこと。
　(30日を超えると資格取得日が事実が生じた日ではなく，受付けた日となるため。)

　　　各様式等は公立学校共済組合鹿児島支部のHPにあります。

備考
被扶養者欄は朱書
取消対象者の組合員証等添付

被扶養者分

出生･･･不要
退職･･･退職年月日が確認できる書類又は健康保険の資格喪失年月日が
 　　　確認できる書類
その他必要な書類は共済組合HPに記載あり

辞令写し添付

口座写し添付

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○
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 別紙３ 

手当関係書類の受付から決裁までの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※認定が終わったら認定簿のコピーをとり，事務室の各種認定簿のファイルに綴じます。

コピーは給与報告の際に使用しますので大事に保管しておきましょう。 

 

認定簿の作成

•受付日や提出書
類の内容をもとに
認定簿の作成を行
う。

起 案

•事務長や職場の先
輩方に最終チェッ
クをしてもらう。

•各種手当の届け，
添付書類，認定簿
をまとめて回覧し
ます。

決 裁

•事務長まで確認
が済んだら，認
定完了です。決
裁が降りたら，
その日の決裁日
付印と公印を届
出書と認定簿に
押印します。

手当関係書類を受
領

•添付書類が揃
っているか，
記名押印漏れ
がないかの確
認。

書類に受付印の押印

•受領した日に
ちで受付印を
押しましょう。

手当の認定を開始

•添付書類を材
料に認定可能
かを判断する。

29



１　配付資料

　(1)　職員へ各種書類一覧を配付・・・・・・・・・・・ Ｐ６

　(2)　口座振込申出書・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３１

　(3)　赴任旅行命令附属票・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３２

２　庶務事務システムへの入力

　(1)　債権者登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３３

　(2)　赴任旅行命令票作成・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３６

　(3)　赴任旅行命令票記入例・・・・・・・・・・・・・ Ｐ４６

　(4)　赴任旅行命令票摘要欄への記入事項例・・・・・・ Ｐ４６

　(5)　申立書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ４７

３　財務会計システムへの入力

　(1)　債権者登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ４９

　(2)　支出負担行為・支出命令票作成・・・・・・・・・ Ｐ５１

30



職・氏名 教諭 印

1 取扱銀行 銀行 支店

2 預金種類

3 口座番号

4 口座名義

5 名義人フリガナ

6 住所 　鹿児島県鹿屋市大浦町１４０００番地

7 電話 　0994－44－5109

注 ★本人の通帳を利用してください。

★通帳の写しを添付してください。

鹿児島　太郎

口　座　振　込　申　出　書

鹿児島県立大隅高等学校

校 長 ○ ○ ○ ○ 殿

私にかかる　旅費　　については，下記の口座に振り込んでくださるようお願いします。

令和　３　年　４　月　○　日

ｶｺﾞｼﾏ　ﾀﾛｳ

記

鹿児島 鹿屋

普 通 ・ 当 座

123456

鹿児島　太郎

記入日

②

③

①

④

⑦

⑨

⑩

⑧
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✔

【記入例】

赴 任 旅 行 命 令 附 属 票

（ 令和　 ３ 　年　 ４ 　月　 ○ 　日 ）

氏 名 鹿 児 島 太 郎 職 員 番 号 １ ２ ３ ４ ５ ６

旧 所 属 名 薩 摩 高 等 学 校 新 所 属 名 大 隅 高 等 学 校

旧居住地住所 鹿 児 島 市 ○ ○ ○ 新居住地住所 鹿 屋 市 ○ ○ ○

予
　
定

決
　
定

職員新在勤地到着年月日 令 和 ３ 年 ４ 月 ○ 日 令 和 ３ 年 ４ 月 ○ 日

職員新居住地入居年月日 令 和 ３ 年 ４ 月 ○ 日 令 和 ３ 年 ４ 月 ○ 日

摘
　
要

航空機使用　（○○空港～鹿児島空港）
航空運賃　　　○○,○○○ 　円

高速船使用

続柄 氏　　名 生年月日 続柄 氏　　名 生年月日

扶養親族
移転内訳

子 鹿児島　一郎 平成○年○月○日

妻 鹿児島　花子 昭和○年○月○日

子 鹿児島　二郎 令和○年○月○日

扶養親族新居住地入居年月日 令和 ３ 年 ４ 月 ○

備　考

　＊１　この附属票は通勤赴任以外の赴任旅行の場合に作成する。

　　　　により支給する場合に記入する。
　＊３　「扶養親族新居住地入居年月日」は，運用指針第２５条関係（扶養親族移転料）第３項の規定
　　　　２夜に調整して支給する。
　＊２　「職員新在勤地到着年月日」と「職員新居住地入居年月日」が同日の場合は，着後手当は２日

記入日

実際に入居した日とな

るが，内示後，３月中

の日付となる場合は，

４月１日の日付とする。

異動決定後に

予定した日

実際に新在勤地に訪れた

日及び，新居住地へ入居

した日となるが，内示後，

３月中の日付となる場合

は，４月１日の日付とす

る。

③

④

②

⑤

①

⑥
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【庶務事務システム　債権者登録の仕方】

①
②

③
①→②を入力し③をダブルクリック

緑線の部分をクリック

緑線の部分をクリック
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緑線の部分をクリック

①②
③④ ⑤⑥

①～⑩の部分を入力する。（P32の記入例を転記）

入力後，下部の赤線をクリックして登録完了。

※ ③，⑤及び⑦の入力方法については，緑線の部分

をクリック後，別図参照。

⑦⑧⑨ ⑩

緑線の部分をクリック
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（③債権者住所及び⑤勤務地住所の入力方法）

（⑦金融機関の入力方法）

①に職員の住所（勤務地登録の場合は勤務地

の住所）を入力し，「検索結果」に表示され

る該当の住所をクリック後，赤線の決定をク

リックで反映完了。

①

①

②

①に銀行名を入力後，「金融機関検索」を

クリックし，「検索結果」に表示される銀

行名をダブルクリックする。

②支店名については①と同様の作業になり

ます。

赤線の決定をクリックで反映完了。

35



【赴任旅行命令票作成の仕方】

①
②

③ ①→②を入力し③をダブルクリック

緑線の部分をクリック

緑線の部分をクリック
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旅行区分の∨をクリックし，「赴任

旅行」を選択すると，赴任旅費の計

算画面へ切り替わります。

該当の職員を選択し，赤線の確定ク

リックで反映完了。

緑線の部分をクリック
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【移転する者～科目/事業までの入力の仕方】

（①移転する者入力方法）

（②旧在勤公署及び③新在勤公署の入力方法）

①

③

⑤
⑥

②

⑦

④

①～⑦はP33の記入例を基に入力を進める。

入力方法については，別図参照。

∨をクリックし，緑線の部分から該当す

るものを選択する。

P33の①に扶養親族の記載があれば「職員

と扶養親族（転居する場合）」となる。

緑線の部分をクリック
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（④旧職員住宅及び⑤新職員住宅の入力方法）

⊞をクリック，展開し，

②では旧所属を，③では新所属を選択す

る。赤線の確定クリックで反映完了。

緑線の部分をクリック

①に職員の住所を入力し，検索をク

リックする。

「検索結果」に表示される該当の住

所をクリック後，赤線の決定をク

リックで反映完了。

④は異動前の住所を，⑤には異動後

の住所をそれぞれ入力します。

①
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（⑥発令日の入力方法）

（⑦科目/事業の入力方法）

緑線の部分をクリック

赤線をクリックで反映完了。

例：発令日４月１日

基本的にその年の４月１日となるが，

辞令を確認すること。

緑線の部分をクリック
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【交通費の計算の仕方】

（①職員の旅行行程の対象経路の入力方法）

緑線の選択部分で該当の科目等に

チェックし，赤線の確定をクリッ

クで反映完了。

①

②

④

③

⑤

∨をクリックし，緑線の部分から該当するものを選択する。

※交通費が最も安価な経路を選択する。

41



（④旅行手段等の入力方法）

（②赴任旅行日の入力方法）

（③承認事項の入力方法）

緑線のカレンダーのマークをクリックし，赴任

旅行命令附属票や住民票を参考に旅行日を選択。

船中泊がある時は①に手入力する。

①

緑線の選択部分で使用する移動手段をP32⑥を参考にチェックする。

緑線の認定路をクリック。

認定路が登録されていない場合は，乗換案内をクリック。

【旅行諸雑費】

県内の場合 ２００円

県外の場合１２００円
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該当する駅候補を選択し，検索をクリック。

検索結果の中から，交通費が最も安価な経路を選択。

赤線の決定（取り込み）をクリックで反映完了。

43



【移転料・着後手当の計算の仕方】

（①職員の移転料の対象経路の入力方法）

（②旅行手段等の入力方法）※認定路の登録されていない場合

①

②

③

∨をクリックし，緑線の部分から該当するものを選択する。

※移動距離が最も短い経路を選択する。

認定路の登録がある場合は，経路が自動で取り込まれます。

緑線の乗換案内をクリック。

その後の操作は，（④旅行手段等の入力方法）を参照。

検索結果の中から，移動距離が最も短い経路を選択する。
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【印刷の仕方】

（③計算の方法）

緑線の計算をクリック。

移転料，移転距離，着後手当の計算結果が取り込まれます。

入力箇所を確認し，赤線の命令・請求をクリック。

入力ミス等があれば，修正が必要な部分が赤く表示されます。

印刷後は，【赴任旅行命令票記入例】を参考に必要事項を記入する。
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摘要
航空機承認
（奄美空港→鹿児島空港） 令和３年４月１日付新規採用　辞令交付地県庁前経由

　　扶養親族同伴 領収書等により確認済　

移転料・着後手当

0人 1人 0人 1人
続柄 年齢 続柄 年齢
子 11

【赴任旅行命令票記入例】

職
　
員

旅行日 出発地 経由地

移 転 経 路 名瀬 鹿屋
移 転 料 ○○㎞ ○○円 着後手当 ２泊２日 22,000円

経由地 到着地

赴任旅行経路
R3/04/01

～R3/04/01
名瀬 県庁前 鹿屋

到着地

赴任旅行経路
R3/04/01

～R3/04/02
名瀬 鹿屋

扶
養
親
族

旅行日 出発地 経由地 経由地

移 転 料 ○○㎞ ○○円
扶　養　親　族　移　転　料

12歳以上 12歳未満6歳未満 6歳未満 計

移 転 経 路 名瀬 鹿屋

平成22年9月8日

0円 ○○円 0円 ○○円
氏名 生年月日 氏名 生年月日

鹿児島 花子

【赴任旅行命令票摘要欄への記入事項例】

単身赴任 単身赴任

扶養親族同伴 扶養親族同伴

通勤赴任 通勤赴任

移
転
内
訳

扶
養
親
族

夫婦同時異動
配偶者は○○へ赴任，

移転料○○○×１／２＝○○○円を支給

転入年月日が
異動内示後異動発

令日前

本旅行は人事異動に伴う移転であることを証明する。
校長　○○　○○　㊞

航空機利用
航空機承認（○○空港→○○空港）

領収書等により確認済　㊞

辞令交付式出席 辞令交付地○○（起点名）経由

新規採用 令和○年○月○日付け新規採用

再任用 令和○年○月○日付け再任用職員

校長

私印

辞令交付式に出席し

た場合は，辞令交付

地を経由させる。

着後手当は２日２

夜，４日４夜のど

ちらか該当する方

を記入する。

扶養親族については，航空機を利用した場合でも，

船舶利用として旅費を支給する。
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所属名 鹿児島県立大隅高等学校

職・氏名 教諭　鹿児島　太郎 ㊞

申　　立　　書

　私（および扶養親族）は，住民票上の転入日を令和３年　４月　○日
と届け出ましたが，実際は令和３年　４月　○日に転入したことを申し
立てます。

令和　３ 　年　４ 　月　○ 　日

申出日
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所属名 鹿児島県立大隅高等学校

職・氏名 教諭　鹿児島　太郎 ㊞

　上記については，事実と相違ないことを証明します。

所属名 鹿児島県立大隅高等学校

職・氏名 校長　○○　○○ ㊞

申　　立　　書

　私（及び扶養親族）は，今回の異動に伴い下記住所へ転居予定です
が，前居住者の退去予定が令和３年４月○日であるため，赴任期間中に
転居を完了できないことを申し立てます。
　なお，新住居への転居予定は令和３年４月○日頃の予定です。

記

令和　３　年　４　月　○　日

令和　３　年　４　月　○　日

鹿屋市〇〇町１－２（新住所）

申出日
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【財務会計システム　債権者登録の仕方】

①
②

③

①→②→③の順で青色部分をクリック

①②
④
③

⑤
⑥

①～⑩の部分をで入力する。

入力後，下部の赤線をクリック後，実行ボ

タンをクリックで登録完了。

※ ④及び⑦の入力方法については，緑線の

部分をクリック後，別図参照。

⑦
⑧ ⑨

⑩
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（④住所コードの入力方法）

（⑦金融機関の入力方法）

「住所による検索」をクリック

後，職員の住所を選択し，赤線

の選択（F5)をクリック。

指定金融機関→鹿児島銀行

その他の金融機関→鹿児島銀行以外

①

①に店舗名を入力後，「検

索」をクリックし，「検索結

果」に表示される店舗を選択

し，赤線の選択（F5)をクリッ

クする。「その他の金融機

関」については，金融機関名

を入力の上，その他の操作は

同様の作業になります。
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【財務会計システム　支出負担行為・支出命令票の作成の仕方】

① ② ③

①

②
④

③

⑤

⑥

①～⑥の部分を入力する。

①→作成日

②→上記内容で入力

③→赴任旅費の総額

④→上記内容を選択

⑤→支払予定日は基本的に１５日後が自動設定と

されるが，各学校で別日を設定してもよい。

⑥→上記内容で入力

※支払い内容がわかればどのような内容でも可

①→②→③の順で青色部分をクリック
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②①

③
④

⑤

上部赤線部分を選択

①～⑤の部分をで入力する。

⑤は各職員の赴任旅費額を入力。

入力後，下部赤線の「行追加」を行う。

※ ①・②・④の入力方法については，緑線

の部分をクリック後，別図参照。

※複数の異動者がいる場合は，下部の

「行挿入」をクリック後，同様の作業を行う。

すべての入力が終わったら，上部緑線部分

を選択。下部赤線をクリック後，実行ボタ

ンをクリックし，左図が表示されますので

印刷を行う。
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（①取引予定者番号の入力方法）

（②住所コードの入力方法）

緑線部分で「職員」を選択。

赤線部分で検索し，該当職員を選択。

「住所による検索」をクリッ

ク後，職員の住所を選択し，

赤線の選択（F5)をクリック。
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（④金融機関の入力方法）

①

指定金融機関→鹿児島銀行

その他の金融機関→鹿児島銀行以外

①に店舗名を入力後，「検索」

をクリックし，「検索結果」に

表示される店舗を選択し，赤線

の選択（F5）をクリックする。

「その他の金融金融機関」につ

いては，金融機関名を入力の上，

その他の操作は同様の作業にな

ります。
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１ 会計年度任用職員事務処理システム・財務会計システムについて・・・・・Ｐ５６ 

（1） 登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５７ 

  ア 所属管理登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５７ 

  イ 職員登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５８ 

（ア） 財務会計システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５８ 

（イ） 会計年度任用職員事務処理システム・・・・・・・・・・・・・Ｐ６０ 

   ウ 報酬登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６１ 

（2） 支給内訳書の出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６５ 

（3） 支出負担行為・支出命令票の作成と出力・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６６ 

 

２ 社会保険料（健康保険・厚生年金保険）事務・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６８ 

（1） 資格喪失・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６８ 

（2） 資格取得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６９ 

（3） 社会保険料の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７０ 

ア 事業主負担額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７１ 

イ 被保険者負担額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７４ 

 (4)   会計年度任用職員事務処理システムへ入力(支給内訳書)・・・・・・Ｐ７６ 

(5)   財務会計システムへ入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７７ 

   

３ 住民税事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７８ 

（1） 新規採用職員に係る徴収事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７９ 

（2） 毎月の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８０ 

（3） 会計年度任用職員事務処理システムへ入力(支給内訳書)・・・・・・Ｐ８１ 

（4） 財務会計システムへ入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８１ 

 

４ 雇用保険事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８２ 

(1)   資格喪失・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８２ 

(2)  資格取得（新規）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８２ 

(3)  資格取得 （再任用・非常勤職員のまま異動してきた場合)・・・・・・Ｐ８２ 

(4)  会計年度任用職員事務処理システムへ入力（支給内訳書）・・・・・・Ｐ８４ 

(5)  財務会計システムへ入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８４ 
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１ 会計年度任用職員事務処理システム・財務会計システムについて 

～報酬・報償費～ 

〇該当職員 

報酬…会計年度任用職員 

（校務補助員，図書補助員，非常勤講師，寮監，部活動指導員，補助事務員等）  

           

報償費…学校医，臨床心理士等 

 

〇業務の流れ 

 

【できれば職員の勤務前までに】 

・勤務処理関係の作成（報酬計算の根拠資料になる） 

・勤務記録簿 

・出勤簿 

・年休・特休処理簿 

⇨・前年度の繰越の確認，今年度の勤務日数で付与数が変わるので注意 

 ・特休も毎年付与数が異なるので注意 

 

【４月上旬】 

・今年度担当する先生方の口座・通勤経路等を確認する。 

⇨昨年度から引き続きの場合  

・口座振込申出書・通帳の写し 

・通勤状況報告書（非常勤用） 

⇨新しく採用された場合 

・口座振込申出書・通帳の写し 

・通勤手当の認定書類（〜４ /２０目安） 

 ⇨・住民票 

  ・扶養控除申告書 

 

【当月 職員の勤務終了後】（４月は最後の週の頭ぐらいである程度準備） 

・報酬計算にて勤務日数，控除額を入力し支給内訳書作成 

（⇨会計年度任用職員事務処理システム） 

※会計年度任用職員でない場合はシステムではなくエクセル等で支給内訳書を作る。 

・支給内訳書作成後…支出負担行為・支出命令の作成（⇨財務会計システム） 

・報酬支払日…明細書を該当職員に渡す。（⇨会計年度任用職員事務処理システム） 
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・報酬計算入力前（４月中旬頃まで）…新年度の職員の報酬基本情報の登録を行う。 

・報酬計算時（毎月末～月初め）    …職員の実績入力と支給内訳書の出力を行う。 

                             支出負担行為・支出命令票の作成・出力を行う。 

 
(1)  登録 

ア 所属管理登録 (校長が変わった場合) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←左のアイコンのシステ

ムを使って作業を行う 

左の５つのタブのうち一番下の

所属情報管理を選択 

校長名を入力し，右下の登録ボタンをクリック 
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イ 職員登録 

   （ア）財務会計システム 

 

 

 

 

 

 

財務会計システムでの職員登録は新規採用者のみ！！！ 

項目の取引予定者管理→取引予定者管理(会計年度任用職

員)→取引予定者管理(会計年度任用職員)の順にクリック

する。 

パスワードを入力し，

ＯＫをクリック！ 
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新規会計年度任用職員の氏名（カナ）（漢字）を入力 

住所コードをクリックし，職

員の郵便番号または住所の番

地の前までを選び，右下の選

択（F5）をクリック（住所は選

択式）すると次画面のように

入力される 
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（イ）会計年度任用職員事務処理システム  

※新規職員の採用情報登録は事務長が行う。 

 

 

 

 

 

① 番地方書・勤務先電話番号を入力し，金融機関の項目も同様に入力。 

② 右下のチェック→実行→はい（実行していいか）の順にクリックする

と，取引予定者（会計年度任用職員）登録済書が出力される。 

③ 所属での保管ファイル等に綴じる。 

上の５つのタブのうち２番目の報酬及び費用弁償支給管理－報酬基本 

情報登録を選択すると次のような画面が出てくる。 
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ウ 報酬登録 

  【支給内訳書の作成】 

 ↓会計年度任用職員システムのメニュー画面：報酬及び費用弁償支給管理－報酬計算 

① 対象年（該当年度）と職員管理番号に報酬情報を入力したい職員の番号

を入力し，検索マークをクリック。 

  ※職員管理番号が分からない場合はメニュー画面で採用等管理→職員

台帳出力を選択し，一覧を出力しておく。 

② 枠外の部分が自動的に入力されるので，間違いがないかを確認。 

③ 財務会計システムで登録の際に出力された取引予定者登録済書を参考

に，取引予定者番号・金融機関・支店名・口座番号を入力。 

④ 提出された扶養控除申告書をもとに本人情報の入力，該当者がいる場合

は控除対象配偶者情報・扶養親族まで入力を行う。 

⑤ すべての項目の入力が終わったら右下の登録をクリック 

報酬年月・職名を選択

し，検索をクリック 
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1 人ずつ選択し，実績の入力を行う。 

※入力が完了すると状態が未入力から決定中は変わる 

勤務日数の入力 → 次頁をクリック 

  ◎図書補助員・校務補助員→出勤日数を入力（年休・特休等も含む） 

  ◎非常勤講師・部活動指導員→授業（指導）時間の合計を入力 

                授業以外時間数もあれば入力 

（授業・テスト準備・行事等） 
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出勤日数を入力→次頁 

旅費相当額の職員は２ペー

ジ目の入力は特になし 

旅費相当額の職員のみ出勤日数を入力 

（その他の職員は何も入力しない） 

→左下の税計算→登録 
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  以上の入力が終わったら，右下の登録をクリック 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

報酬の実績入力は終了 

税計算をクリックすると所得税等の情報が自動で入力される。 

※自動的に算出されるが，甲欄で 88,000 円以上の報酬入力の際は，

自動算出された所得税に誤差があるため，「給与所得の源泉徴収税

額」と照らし合わせ，誤りがある場合は手入力で修正する。 
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 (2) 支給内訳書の出力 

 ↓会計年度任用職員システムのメニュー画面：報酬及び費用弁償支給管理－報酬 

                      関係帳票帳票出力をクリック 

 

 

 

 

 

 

① 報酬年月・作成年月日（月末最終日 or 月初

め（校長の出勤状況も確認））       

② 支給日 毎月７日（７日が土日になる場合は

その日以前の直近の平日） 

 

① ・②を入力，職名を選択し，右上の検索を 

クリック 

出力したい職員の選択欄にチェック☑をいれ，右下の支給内訳書をクリック・出力 
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(3) 支出負担行為・支出命令票の作成と出力  ↓財務会計システム 

 

 

 

 

 

歳出管理→支出負担行為・支出命令→支出負担行為・

支出命令（集合）控除金ありの順にクリック 

補助機能のタブをクリックし，再利用元番号（前月分の伝票）を使 

い，チェックを押下し，データを取り込む。 
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基本タブ 

起票日・支出命令額・支払予定日・支払の内容を当月に変更する。 

支払予定日は起票日の１４日後が表示されるので，７日払いに変更する。 

明細タブ 

先ほど出力した支給内訳書の右下の支出負担行為・支出命令内訳書のとお

りに入力し，すべて入力し終えたら，右下みどりの行修正をクリック→ 

チェック→実行→支出負担行為・支出命令票の出力を行う。 
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２ 社会保険料（健康保険・厚生年金保険）事務 

(1) 資格喪失…前年度３月末に非常勤職員で退職した人がいる場合，喪失の手続き 

をする。 

（日本年金機構ホームページより記入例） 

 

 

 

 

【提出書類】 

・被保険者資格喪失届 

※事実発生から５日以内（資格喪失年月日は 4/1） 

※様式は日本年金機構ホームページに掲載 

・（添付書類）健康保険被保険者証（本人分および被扶養者分） 

↓ 

福岡広域事務センターへ提出 
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 (2) 資格取得…非常勤職員で新規に社会保険に加入すべき職員がいる場合，取得の

手続きをする。 

（日本年金機構ホームページより記入例） 

 

 

69



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 社会保険料の支払い 

 

〈計算方法〉 

社会保険料（事業主負担額＋被保険者負担額） 

＝健康保険料＋厚生年金保険料＋子ども・子育て拠出金 

 

（個人ごとに健康保険料，厚生年金保険料，子ども・子育て拠出金を計算する。） 

 

〈事業主負担額〉 

健康保険料＝標準報酬月額×保険料率×１／２（１円未満の端数がある場合は繰上） 

厚生年金保険料＝標準報酬月額×保険料率×１／２（１円未満の端数がある場合は繰上） 

子ども・子育て拠出金＝標準報酬月額×拠出金率 

〈被保険者負担額〉 

健康保険料＝標準報酬月額×保険料率×１／２（１円未満の端数がある場合は切り捨て） 

厚生年金保険料＝標準報酬月額×保険料率×１／２（１円未満の端数がある場合は切り

捨て） 

 

 

 

【提出書類】 

・被保険者資格取得届 

※被保険者の個人番号または基礎年金番号を記載する必要あり。 

↓ 

福岡広域事務センターへ提出 

↓ 

 【日本年金機構から届く書類】 

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬月額決定

通知書 

  （※決定された標準報酬月額をもとに社会保険料を計算するので大切に保管すること。 

９月分から標準報酬月額の改定が行われるので注意。） 

・健康保険被保険者証→受け取り後，速やかに被保険者へ渡すこと。 
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ア 事業主負担額 

・支出負担行為・支出命令票（事業主負担額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支出負担行為・支出命令票】 

① 財務オンライン起動 

② 歳出管理 

③ 支出負担行為・支出命令（集合） 

→「補助機能」タブ 

→再利用番号に過去の「支出命令番号」を入力し，確定をクリック 

→過去のデータが出てくるので，金額や支払日等修正入力 

→チェックをクリック 

→印刷 

 

支払日は納付書に

記載されている日

付を入力。 

金額は事業主負担額を入力 

担当者は○Ａに押印 
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 ・健康・厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金仕訳書 

 （ジムネット鹿児島 鹿児島県公立学校事務職員協会ホームページ 参考） 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・標準報酬月額は個人ごとに日本年金機構が決定し通知する。 

・保険料の掛け率は随時変わるので注意。 

・健康保険料の第 2 号被保険者とは，40 歳から 64 歳までの被保険者のことで，

保険料率が違うので注意。 

・70 歳以上被用者期間は，厚生年金保険料は徴収されない。 

・子ども・子育て拠出金は，事業主が全額負担する。 
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・社会保険料徴収高明細表 

 

・納付書 

 

 

 

 

 

 

財務オンラインシステム起動 

→歳計外現金管理 

→検索 

→社会保険料徴収状況検索 

→受払日4/8～5/7（5/31支払時） 

→設定 

→検索（右下） 

→印刷 

毎月 20 日頃に金額が決まり日本年金機構から発送される。 

金額は，支出負担行為・支出命令票の額（事業主負担額）と払出命令

票の額（被保険者負担額）の合計金額と一致。 
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イ 被保険者負担額 

・払出命令票 

 

 

 

 

財務オンライン起動 

→歳計外現金管理 

→払出命令 

→払出命令（総額） 

※支出負担行為・支出命令票と同様，

補助機能を使えるので，金額・支払日

等を修正する。 
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・歳計外歳入歳出外現金（社会保険料）支払内訳明細表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務オンライン起動 

→会計職員業務 

→帳票出力 

→控除金帳票作成 

→控除金区分に社会保険料を選択 

→作成期間に 4/8～5/7（5/31 支払時）を入力 

→印刷 
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・社会保険料支払時チェックリスト（収支かい用） 

 

 

(4) 会計年度任用職員事務処理システムへ入力(支給内訳書) 

 

※被保険者負担額を個人ごとに入力する。 

 

 

 

毎月チェックを行い担当者と事務長が最後に押印。 
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 (5)財務会計システムへ入力 
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３ 住民税事務 

（職コミ文書管理：出納局＞会計課＞4100 財務会計システム関係＞ 

0400 歳計外現金管理＞住民税の事務手続き１・２参照） 

 

住民税の徴収方法は特別徴収と普通徴収の２つがあり，学校で行うのは特別徴収事務に

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与を支払う事業者は原則特別徴収を行うことになっているが，普通徴収が認められ

る者として以下の場合があげられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学校での該当例はあくまで例であり，報酬額や兼務の有無等で特別徴収が可能かど

うかは変わる。 

特別徴収 

学校（給与支払者）が所得税を

報酬から控除することと同様

に，毎月の報酬（＝年 12 回）

から個人住民税を徴収し，納

入する。５月に特別徴収税額

決定通知書が届くのでそれを

もとに控除する。 

 

【学校での該当例】 

校務補助員，図書補助員，寮

監，ＡＬＴ等※ 

 

普通徴収 

市町村から交付された納付通

知書を納税者本人が納入す

る。１年間で４回の納期とな

っている。 

 

 

 

 

【学校での該当例】 

非常勤講師，学校医，臨床心理

士等※ 

普通徴収が認められるもの 

１．総受給者数（財務会計システムで支給している非常勤職員の総人数から乙 

  欄・退職者を除いた合計）が２名以下 

２．５月 31 日までに退職予定 

３．給与が少なく、給与から住民税が控除できない 

４．給与支払が不定期又は通年の雇用ではない 

５．他の事業所で特別徴収をする（乙欄該当者）  
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(1) 新規採用職員に係る徴収事務 

 

 

 

 

 

 

① 市町村・県民税に関する申出書及び

納税者通知書（納付書）の写しを委

嘱日から５日以内に提出してもら

う。 

※前勤務先でも特別徴収で納税して

いた場合は「特別徴収税額の決定通

知書（納税義務者用）」を提出しても

らう。 

 

② 提出してもらった申出書を確認し特別徴収ができると判断した場合，市

町村の税務課に特別徴収したいことを連絡し，｢市町村・県民税特別徴収

切替届出書｣を市町村に提出する。 

また，報酬から住民税を控除が可能な月から控除する。 
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(2) 毎月の業務（３日までにすること） 

 ・住民税納付書送付表 

 

 

 ・特別徴収税額の決定通知書 

 

 ・納入通知書 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別徴収税額の決定通知書を参考に納

入合計金額を納入通知書，住民税納付

書送付表に記入し使送にて会計課へ提

出。（年度初めは～４／３（３月分住民

税），～４月末（４月分住民税）を目処

にする。） 

（参考）６月分住民税（６月７日支払い

報酬，６月２１日支払い報酬）の納入通

知書は７月３日までに提出する。 
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(3) 会計年度任用職員事務処理システムへ入力(支給内訳書) 

 

 

 

 (4)財務会計システムへ入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 日払の場合当月にて控除（６月分報酬で６月分住民税を控除） 

７日払の場合前月にて控除（５月分報酬で６月分住民税を控除） 

｢支出負担行為支出命令票（集合）控除金あり｣を選択 

支出負担行為・支出命令時には住民税用に行を追加し控除する全額を入力する。（２人なら２

人分） 

① 取引予定者番号（40000457）で鹿児島県会計管理者を呼び出す。 

② 支払い区分は公金振替 

③ 本人支給額及び支出命令額（どちらもその伝票中で控除する全員の合計額）を入力 

④ 一番下の行追加にて挿入 

※補助機能タブで過去の伝票の支出命令番号を再利用してもよい 
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４ 雇用保険事務 

(1)資格喪失【退職・異動日の翌日から起算して 10 日以内】 

非常勤職員・再任用職員で退職者がいる場合，喪失の手続きをする。下記必要書

類をハローワークへ提出すると，雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が交付さ

れるので学校にて保管する。 

再任用・非常勤職員で別の県立学校へ異動の場合，資格取得時に交付されている

雇用保険被保険者資格喪失届を新しい所属へ送付するのみでよい。 

 

(2)資格取得（新規）【最初の勤務月終了後，10日以内】 

新しく雇用保険に該当する非常勤職員・再任用職員がいる場合，取得の手続きを

する。下記必要書類をハローワークへ提出すると，①雇用保険被保険者証，②雇

用保険資格取得等確認通知書，③雇用保険被保険者資格喪失届が交付される。①

は本人へ，②，③は学校にて保管する。 

 

(3)資格取得（再任用・非常勤職員のまま異動してきた場合） 

【事実のあった日の翌日から 10 日以内】 

同じ県立学校間での異動であれば，旧任校から転送された雇用保険被保険者資格

喪失届と下記必要書類をハローワークへ提出する。 

 

資格取得・資格喪失における必要書類一覧 

 雇
用
保
険
被
保
険
者 

資
格
取
得
届 

雇
用
保
険
被
保
険
者 

資
格
喪
失
届 

雇
用
保
険
被
保
険
者 

転
勤
届 

離
職
証
明
書 

賃
金
台
帳 

労
働
者
名
簿 

出
勤
簿
の
写
し 

辞
令
の
写
し 

離
職
理
由
が
わ
か
る 

書
類 

旧
任
校
か
ら
転
送
さ
れ
た

被
保
険
者
資
格
喪
失
届 

⑴資格喪失 

（離職） 

× ○ × ○ 

※¹ 

○ ○ ○ ○ ○ 

※² 

× 

⑴資格喪失 

（→県立学校へ） 

学校で保管している雇用保険被保険者資格喪失届を異動先の県立学校へ転送 

⑵資格取得 

（新規） 

○ × × × ○ ○ ○ ○ × × 

⑶資格取得 

（２校目以降） 

× × ○ × ○ × × ○ × ○ 

※¹失業手当に関わるもののため，次の就職先がある場合は不要 

※²雇用期間満了の場合は契約期間がわかるもの 
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・雇用保険被保険者資格取得届     ・労働者名簿 

 

・賃金台帳 

 

・離職証明書 
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(4)会計年度任用職員事務処理システムへ入力(支給内訳書) 

 

 

 

(5)財務会計システムへ入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報酬の総額（費用弁償含む）×３/1000（令和３年度現在）の額を控除 

報酬額を入力する際，雇用保険料の欄に金額を個人それぞれ入力する。 
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Ⅴ 研究成果と課題 

今回の研究は新規採用者・初任者が最初に担当することが比較的多い，報酬・給与・

赴任旅費に焦点をあて，事務作業の輻輳する４・５月を乗り切れるよう，記入例や操作

手順等を多く取り入れた内容にしています。 

 事務職員にとって繁忙期にあたる年度当初は，効率よくかつ滞りなく業務を進めてい

くことが重要となってきます。今回作成したマニュアルは，新規採用者・初任者に限ら

ず全ての事務職員にとっても手助けとなる内容だと考えます。 

 私たち事務職員が担当する業務は多岐に渡ります。新規採用者・初任者が覚えていか

なければならない業務に関して，わかりやすくこのマニュアルがあれば心強いと思える

ものを今後も研究していくことが，事務職員全体にとって負担軽減にもつながる大きな

一歩だと考えます。 

 今回作成したマニュアルを大隅地区内の県立学校で実際に活用していただき，意見を

集約し，今後も研究を継続していくことで，事務処理の業務改善となるような１冊を目

指したいと思います。 
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